
令和５年５月 26 日 

 

飯田市住生活基本計画の見直し（一部改訂）について 

 

建設部地域計画課 

 

１ 背景 

  国は「住生活基本法」の規定に基づき 2021（令和３年）3 月に「住生活基本計画(全

国計画)」を改定し、住宅政策の基本的な方針を示しました。それを受け、県は 2022 年

（令和 4 年）2 月に「長野県住生活基本計画」を改定しています。 

  飯田市住生活基本計画についても「社会経済情勢の変化や計画の進捗状況等に応じ、お

おむね５年を目途に適宜見直しを行う」こととしており、国、県の改定を踏まえ、計画期

間のほぼ中間にあたる 2023 年度（令和５年度）に見直しを行いました。 

 

 

２ 見直し（一部改訂）の要点 

  社会情勢の大きな変化となる①「新型コロナウイルス感染症によるライフスタイルの

変化」、②「脱炭素社会の実現」、③ＳＤＧｓの視点の追記等を計画に反映するとともに、

本計画に関わる改正された法令や改定された国、県、市の計画との整合を図っています。 

 

 

３ 経 過 

  令和 4 年 12 月 5 日  庁内関係課 協議 

  令和 4 年 12 月 12 日  政策会議  方針決定 

  令和 5 年 2 月 1 日  部長会議  改訂(案)協議 

  令和 5 年 3 月 6 日  市議会産業建設委員会協議会  改訂(案)報告 

  令和 5 年 3 月 30 日～4 月 28 日  パブリックコメント実施 

  令和 5 年 5 月 8 日  部長会議  改訂(案)報告 

  令和 5 年 5 月 26 日  市議会全員協議会 改訂計画報告 

 

 

４ パブリックコメントの結果 

  令和 5 年 3 月 30 日～4 月 28 日の 30 日間パブリックコメントを実施し、市民から

意見を募集しましたが、意見はありませんでした。 
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